
（宛先）　糸魚川市長

１．申請・請求者 （世帯主）

（ ）

２．申請者が属する世帯の状況

３．振込口座　　申請・請求者である世帯主の口座とします。

①又は②を選んでください。

①公金受取口座への振込みを指定する。 ←①を指定する方はチェック
（マイナポータル等から公金受取口座の登録をしていることが必要です。）

※①を指定した場合は、口座情報の記載や、通帳のコピーと本人確認できる書類のコピーの添付は不要です。

②その他の口座への振込みを指定する。
※長期間入出金のない口座を記入しないでください。

※下欄に記載し、振込先金融機関の口座確認書類の写しを添付してください。

【受取口座記入欄】

1 0

※

様式第３号（第７条関係）

糸魚川市住民税非課税世帯等灯油購入費等助成金
（家計急変世帯分）支給申請書

申請日

令和　　　年　　　月　　　日

裏面の【誓約・同意事項】を確認し、下記にチェック（☑）してください。

　大正・昭和・平成・令和

　

　　　　  年　　月　　日 電話

□ 　裏面の【誓約・同意事項】に誓約・同意の上、申請します。

（　フ　リ　ガ　ナ　）
生 年 月 日 現　　　住　　　所

氏　　　　　名

1 本人
（申請者）

○以下へ現時点での世帯の状況をご記入ください。
○令和７年１月以降、住民税所得割非課税水準相当まで家計急変があった者に○を記入してくださ
い。

（　フ　リ　ガ　ナ　）
申請者との

続柄
生年月日

令和７年１月１日時点の住所
（現住所と異なる場合に記載）

令和７年１月以降
家計急変があった者氏　　　　　名

3
　明・大・昭・平・令

　　　　年　　　月　　　日

2
　明・大・昭・平・令

　　　　年　　　月　　　日

5
　明・大・昭・平・令

　　　　年　　　月　　　日

4
　明・大・昭・平・令

　　　　年　　　月　　　日

口　座　名　義（カナ）

　　　　　　※世帯主名義
　　　　　　※通帳の表記に合わせてください。1.銀行

2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

金融機関コード 支店コード

1普通

2当座

金　融　機　関　名 支 店 名
預金
種目

口座番号
（右詰めでお書きください）

口座名義(カナ)
※通帳の表記に合わせてください。

ゆうちょ銀行を選択された場合は、貯金通
帳の見開き左上またはキャッシュカードに
記載された記号・番号をご記入ください。

続いて裏面をご覧ください          　     

ゆうちょ銀行
通帳記号

6桁目がある場合は
※欄にご記入ください

通帳番号
（右詰めでご記入ください。）



『簡易な収入（所得）見込額の申立書』（別紙）

「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)

※

（令和７年１月１日以降、複数回転居した方）『戸籍の附表の写し（コピー）』

【表面の３．振込口座で②を選んだ場合、次の書類の添付が必要です】

『申請者本人確認書類の写し（コピー）』

※

『受取口座を確認できる書類の写し（コピー）』

※

※誓約・同意事項の確認もれや添付書類の不備はありませんか？ 
提出書類に不備がある場合、給付できません。

① 以下の全ての要件に該当します。

　ア　世帯の全員が、令和７年度住民税所得割非課税水準相当の収入以下です。
　イ　世帯の全員が、令和７年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けてい
る世帯ではありません。
　ウ　世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている者はいません。

【誓約・同意事項】　※全ての項目を確認してください。

通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確
認できる部分の写し（コピー）をご用意ください。

申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パ
スポート等の写し（コピー）をご用意ください。

申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収
入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。

必要な添付書類 　　添付書類に不備がないか確認し、□にチェック（✔）してください。

② 助成金（家計急変世帯分）の支給要件の該当性等を審査等するため、糸魚川市が必
要な住民基本台帳情報、税情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を
他の行政機関等に求めることに同意します。

③ 公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。

④ 助成金（家計急変世帯分）の支給後、申請書の記載事項について虚偽であることが判
明した場合や、助成金（家計急変世帯分）の支給要件に該当しないことが判明した場
合には、助成金（家計急変世帯分）を返還します。


